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甲賀市男女共同参画を推進する条例（解説入り）【案】 
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前文 

甲賀市は、人と人との結びつきや絆を大切にするとともに、全ての人の幸せを願い、個

人として互いに尊重され、誰もが自分らしく生きることのできるまちを目指しています。 

しかしながら、性別により役割を決めてしまう考え方や社会の慣習は今なお存在してお

り、職場や地域等の組織の意思決定過程において、女性の参画が少ない状況があるととも

に、職業生活を希望する女性にとって、家庭生活との円滑かつ継続的な両立が困難な現状

があります。 

加えて、少子高齢化の進展や家族・地域社会の変化等、急速な社会や経済情勢の変化へ

の対応も求められています。こうした状況を踏まえ、全ての人が安心して豊かに暮らして

いくためにも、男女が様々な分野に共に参画し、責任を分かち合いながら、その個性と能

力を十分に発揮し、チャレンジや活躍ができ、それらが認められる男女共同参画社会を実

現することが重要です。  

そこで、本市に関わる全ての人が協力し、主体的に男女共同参画社会を創るため、この

条例を制定します。 

【解説】 

本条例は、甲賀市まちづくり基本条例及び甲賀市人権尊重のまちづくり条例に掲げる本

市のあるべき姿の実現に向け、本市に関わる全ての人が協力し、主体的に男女共同参画社

会を創っていくための意思を示すものです。 

前文では、市の条例を制定するに至った経緯や社会的背景、条例の必要性等条例制定の

趣旨を示しています。人口減少が加速する中にあっても男女がさまざまな分野に共に参画

し、その個性と能力を十分に発揮し、チャレンジや活躍ができ、それらが認められる男女

共同参画社会の実現への決意を示しています。 

性別により役割を決めてしまう考え方や社会の慣習などを改めていこうという男女共同

参画社会基本法の内容と、職業生活を希望する女性が、その個性と能力を十分に発揮して、

チャレンジや活躍が出来る社会の実現を目指す女性活躍推進法の内容を盛り込み、希望す

る方々の背中を押す内容としています。 

 

 

 



3 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、市、市民及び企業

等の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策（以下「推進施策」

といいます。）の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的

に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とします。 

【解説】 

条例を制定する目的を定めています。この条例は、市、市民、企業等の責務を明らかに

し、市の男女共同参画の基本事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することで、男

女共同参画社会を実現することを目的とします。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よります。 

（１） 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことを

いいます。 

（２） ダイバーシティ 性別、人種等の違いに限らず、年齢、性格、学歴、価値観等の

多様な人々が互いの違いを尊重することをいいます。 

（３） 積極的改善措置 第１号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必

要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること

をいいます。 

（４） 市民 市内に在住、在勤又は在学する者をいいます。 

（５） 企業等 市内において事業を営む法人（個人事業主を含みます。）及びその他団

体をいいます。 

（６） 区・自治会、自治振興会等 甲賀市まちづくり基本条例（平成２８年甲賀市条例

第１１号）に規定する区・自治会及び自治振興会並びにその他市民活動を促進するた
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めに組織された団体をいいます。 

（７） ワーク・ライフ・バランス 一人一人がやりがい、充実感等を享受しながら職

業生活上の責任を果たすとともに、家庭生活、地域活動等においても、子育て期、中

高年期等の人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることをいいます。 

（８） セクシュアル・ハラスメント 男女を問わず、性的な言動により当該言動を受

けた個人の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人

に不利益を与えることをいいます。 

（９） ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等親密な関係にある者又はあっ

た者から振るわれる暴力行為（身体的、精神的、性的及び経済的に有害な影響を及ぼ

す言動）をいいます。 

（１０） 女性活躍 自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がそ

の個性及び能力を十分に発揮して職業生活において活躍することをいいます。 

【解説】 

条例で使用する用語について、その内容を明確にしておく必要があるものについて意味

を定めています。 

（１） 男女共同参画社会基本法の規定に基づいています。 

（２） 性別（多様な性を含みます。）、人種等の違いに限らず、年齢、性格、学歴、性的マ

イノリティなどの価値観の多様な人々が互いの違いを尊重することをいいます。 

（３） 様々な活動に参画するときに、男女間に格差がある場合、不利益を受けている男

女のいずれか一方に対して参画する機会を必要な範囲で積極的に提供することであり、

男女どちら側についても適用される取組をいいます。 

（４） 市内に在住する人、市内に在住はしてないが在勤又は在学する人をいいます。 

（５） 営利目的の企業（事業者等）と、非営利目的の事業者（NPO 法人、社会福祉法人等）

及び営利、非営利を問わず事業を行っている個人事業者及び団体をいいます。 

（６） 甲賀市まちづくり基本条例（平成２８年甲賀市条例第１１号）に規定する区・自

治会、自治振興会及びその他市民活動を促進するために組織された団体をいいます。 

（７） 職業生活上の責任を果たしながら、家庭生活、地域活動、個人の自己啓発など様々

な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態をワーク・ライフ・バランス

といいます。 
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（８） 男女を問わず、性的な言動により、相手に不快感を与えたり、相手の職業生活や

家庭生活の環境を害することをいいます。また、性的な言動を受けた被害者の対応によ

って加害者等が被害者に対し不利益を与えることをいいます。 

（９） 配偶者や恋人等親密な関係にある者又はあった者から振るわれる身体的、精神的、

性的及び経済的な苦痛を与える言動をいいます。 

（１０） 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の規定に基づいています。 

 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければなりません。 

（１） ダイバーシティの実現を目指し、性別にかかわらず個人としての尊厳が重んじ

られること、性別による差別的な取扱いを受けないこと、個人として個性及び能力を

発揮する機会が確保されることその他男女の人権が尊重されること。 

（２） 性別による固定的な役割分担を反映した社会の制度及び慣行が、男女の社会に

おける活動の選択を阻害することのないよう配慮されること。 

（３） 男女が、社会の対等な構成員として、全ての団体における方針の立案及び決定

に共同して参画する機会が確保されること。 

（４） 家族を構成する男女が、相互の協力及び社会の支援のもとに、子育て、介護そ

の他家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、

当該活動以外の活動を行うことができるようにすること。 

（５） 男女が互いの性について理解を深め、妊娠又は出産に関する事項に関し双方の

意思が尊重されること及び生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにするこ

と。 

（６） 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していること

を理解し、国際的協調のもとに行われること。 

（７） 職業生活における男女の不均衡を是正するとともに、家庭生活における男性の

参画を推進し、女性活躍ができること。 

【解説】 

男女共同参画の推進に当たっての基本理念を定めています。 

（１） 年齢、性格、学歴、価値観等の多様性を皆が受け入れる社会を目指し、男女共同
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参画社会基本法の理念に基づき、性別に関わらず、誰もが個性と能力を発揮することが

できる社会を実現することが必要です。 

（２） 性別による固定的な役割分担が反映されている社会の制度や慣行により、個人の

生き方や活動の選択が阻害されることのないよう、社会の制度や慣行に配慮が必要です。 

（３） 男女共同参画社会を実現するには、企業等、区・自治会、自治振興会等さまざま

な団体において、方針の立案から決定・実施に至るまでの過程に、男女がともに参画で

きる機会を確保することが求められます。 

（４） 男女共同参画社会を実現するためには、家族を構成する男女が互いに協力すると

ともに、社会の支援を受けながら、家庭生活と職業生活や地域活動等との両立を図るこ

とが重要です。 

（５） 男女が互いの性を理解し、妊娠・出産においては、双方の意思が尊重されること

が重要です。男性も女性も互いの身体の特徴を十分に理解し、生涯を通じて健康な生活

を送れるようにすることが重要です。 

（６） 男女共同参画の推進は、世界女性会議をはじめとして女性差別撤廃条約等国際社

会の取組と連動しています。男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接に関係

していることに留意し、世界的視野のもとに行われることが重要です。 

（７） 職業生活における男女の不均衡を是正し、家庭生活における男性の参画を推進す

ることにより、職業生活を希望する女性が活躍できることが重要です。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」といいます。）に基づき、推進

施策（積極的改善措置を含みます。以下同じとなります。）を総合的に策定し、計画的に

実施します。 

２ 市は、男女共同参画の推進に当たり、国、県その他地方公共団体との連携を図るとと

もに、市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等と協働して取り組むこととします。 

【解説】 

市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するため、国、県その他地方公共団

体と連携するとともに、市民、企業等、区・自治会、自治振興会等と協働し、男女共同参画

の推進に取り組みます。 
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 なお、協働とは、各主体が、それぞれ対等な関係のもと、互いを尊重し合いながら役

割及び責任をもって、連携・協力して取り組むことで、甲賀市まちづくり基本条例第２条

第４項に規定することをいいます。 

 

（市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、あらゆる分野に

おいて、男女共同参画を推進するよう努めます。 

２ 市民は、市が実施する推進施策に協力するよう努めます。 

【解説】 

男女共同参画を推進するためには、市民一人ひとりの理解と協力が不可欠であることか

ら、市民の主体的な取組を期待し、努力義務規定としています。 

市民は自ら男女共同参画の推進に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画施策へ

の協力に努めます。 

 

（企業等の責務） 

第６条 企業等は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、男女共同参画

を推進し、男女が事業活動に対等に参画する機会を確保するとともに、職業生活と家庭

生活との両立ができるよう、ワーク・ライフ・バランスに取り組む等、職場の環境づく

りに努めます。 

２ 企業等は、市が実施する推進施策に協力するよう努めます。 

【解説】 

広域交通拠点の特性を生かし、企業誘致や地場産業の振興、創業支援等を積極的に行い、

雇用創出に努めている本市において、職業生活における男女共同参画の推進には、企業等

の理解と協力が不可欠です。企業等は、イクボスへの取組などワーク・ライフ・バランス

等への主体的な取組により、男女が職業生活と家庭生活を両立できるよう、職場の環境づ

くりに努めるとともに、市が実施する男女共同参画施策に協力します。 

 

（性別による人権侵害の禁止） 

第７条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的な取扱い、セクシュアル・ハラ
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スメント、ドメスティック・バイオレンス等を行ってはなりません。 

【解説】 

 すべての人は個人として尊重されなければなりません。特にセクシュアル・ハラスメン

トやドメスティック・バイオレンス等が禁止されるべき行為であることを明確にすること

は、人権侵害の根絶を目指しすことは男女共同参画を推進するうえでも大きな課題の一つ

です。これらの行為が犯罪行為であるという認識を社会全体が持ち、暴力根絶の意識を持

つことが重要であるため、禁止事項とします。条例に求められる最も重要な使命であると

考えます。これらの行為が犯罪行為であるという認識を社会全体が持ち、暴力根絶の意識

を持つことが重要です。 

 

（市民等に広く表示する情報に関する留意） 

第８条 何人も、市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等に広く表示する情報におい

て、性別による固定的な役割分担、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バ

イオレンス等を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を用いないよう努め

なければなりません。 

【解説】 

 新聞、テレビ、ポスター等市民に広く表示される情報は、一般に大きな影響を与えてい

ます。影響の大きさを考慮すると、固定的な性別役割分担及び男女間における暴力等を正

当化し助長する表現や不必要な性的な表現は、用いないよう努める必要があります。 

 

第２章 基本的施策 

 

（男女共同参画計画（女性活躍推進計画）） 

第９条 市長は、推進施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本となる甲賀市男女共

同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）（以下「計画」といいます。）を策定します。 

２ 市長は、計画の策定又は重要な変更を行うに当たっては、あらかじめ第２４条第１項

に規定する甲賀市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民、企業等及び区・自

治会、自治振興会等の意見を反映することができるよう、必要な措置を講じます。 

３ 市長は、計画を策定又は変更したときは、これを公表します。 
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【解説】 

市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、甲賀市男女共同参画計

画（甲賀市女性活躍推進計画）を策定します。また、計画の策定又は重要な変更を行うに

当たっては、甲賀市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民、企業等、区・自治

会、自治振興会等の意見を反映しながら基本的な計画を策定することとします。なお、計

画を策定又は変更したときはこれを広く公表します。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１０条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっ

ては、男女共同参画の推進に配慮します。 

【解説】 

市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たり、男女共

同参画の推進について配慮する必要があります。 

 

（広報活動等の促進） 

第１１条 市は、男女共同参画についての理解を深めるため、市広報紙、市ホームページ、

ソーシャル・ネットワーキング・サービス等により広報活動、情報提供その他必要な措

置を講じます。 

【解説】 

市は、男女共同参画への理解を深めるため、さまざまな機会や媒体を活用し、男女共同

参画に関する広報活動や情報提供等を行います。 

 

（市民等の活動に対する支援） 

第１２条 市は、市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等が行う男女共同参画の推進

に関する活動について、情報提供その他必要な支援を行います。 

【解説】 

男女共同参画の推進は、市民、企業等、区・自治会、自治振興会等が連携、協力して取り

組む必要があることから、市は男女共同参画の推進に取り組む活動に対して情報提供等の

支援を行う必要があります。 



10 
 

 

（相談への対応） 

第１３条 市は、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティッ

ク・バイオレンスその他男女共同参画の推進を阻害すると認められることに関し、市民、

企業等及び区・自治会、自治振興会等から相談があったときは、関係機関と連携し、適

切な対応を行います。 

【解説】 

市は、性別による差別的取扱いや人権侵害等男女共同参画の推進の妨げとなる行為につ

いて、市民、企業等、区・自治会、自治振興会等から相談があった場合は、大津地方法務

局、滋賀県労働局等関係機関と十分に連携を図り、適切な対応を行うこととします。 

 

（意見等への対応） 

第１４条 市は、市が実施する推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら

れる施策について、市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等から意見及び提言の申

出を受けた場合は、適切に対応します。この場合において、市長は、必要があると認め

たときは、第２４条第１項に規定する甲賀市男女共同参画審議会の意見を聴くことがで

きます。 

【解説】 

市は、男女共同参画推進施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策等

への意見や提言を受けたときは、適切に対応する必要があります。また市長は、意見や提

言への対応について必要があるときは審議会の意見を聴くことができることとします。 

 

（積極的改善措置） 

第１５条 市は、あらゆる分野における活動に当たり、男女間に参画する機会の格差が生

じている場合は、市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等と協力し、積極的改善措

置を講じるよう努めます。 

２ 市長その他執行機関は、附属機関の委員の任命及び委嘱に当たり男女間に参画する機

会の格差が生じている場合には、積極的改善措置を講じるよう努めます。 

３ 市は、職業生活における男女の不均衡を是正し、女性活躍を推進するため、次に掲げ
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る積極的改善措置を講じるよう努めます。 

（１） 職業生活と家庭生活との円滑な両立が可能となるよう、保育及び介護を支援す

る環境の整備を図ること。 

（２） 女性活躍を推進し、意思決定過程への参画拡大及び正規雇用として積極的な登

用・育成を図るため、企業等に対する啓発活動、情報提供その他必要な措置を講じる

こと。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、女性活躍の推進を図ること。 

【解説】 

１．市は、男女共同参画社会を形成していくうえで、あらゆる分野の活動において、男女

間の参画機会の格差を是正する必要があることから、市民、企業等、区・自治会、自

治振興会等と協力して、男女の参画の機会の均衡を図るため積極的改善措置を講じる

よう努めるものとします。 

２．市長その他執行機関は、男女の参画機会の均衡を図るため、審議会等の附属機関の委

員を委嘱する場合において、男女の委員数の均衡に努めます。 

３．市は、女性の職業生活における男女間の格差を是正し、女性活躍を推進するため、下

記３項目について積極的に改善措置を講じるよう努めます。 

（１） 職業生活と家庭生活を円滑に両立できるよう、市は環境整備を行い、女性が活躍

できる機会の拡充を図ります。 

（２） 意思決定過程への女性参画拡大を推進するとともに、正規雇用として積極的な登

用や育成を図るため、企業等に、啓発活動や情報提供等必要な措置を講じ取組を促進し

ます。 

（３） 国や県等と連携して、その他必要な措置を講じ、女性活躍の推進を図ります。 

 

（区・自治会、自治振興会等における男女共同参画の推進） 

第１６条 区・自治会、自治振興会等は、その活動を行うに当たって、男女共同参画の推

進に取り組むよう努めます。 

２ 市は、前項に規定する区・自治会、自治振興会等における男女共同参画の推進を図る

ため、情報提供その他必要な支援に努めます。 

【解説】 
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区・自治会、自治振興会等は、様々な活動の中で積極的に男女共同参画の推進に取り組

むよう努めるものとします。また、市は、区・自治会、自治振興会等が男女共同参画の推

進に取り組むため、情報提供等をはじめ、必要な支援を行います。 

 

（職場環境における男女共同参画の推進） 

第１７条 企業等は、職場環境における次に掲げる取組を推進します。 

（１） 男女が個人として能力を発揮する機会の確保に関する取組 

（２） 男女が職業生活と家庭生活との円滑な両立を図るための支援に関する取組 

（３） セクシュアル・ハラスメントの防止に関する取組 

２ 市は、企業等の前項各号に掲げる取組を推進するため、情報提供その他必要な支援を

行います。 

３ 市長は、男女共同参画の推進に必要があると認めるときは、企業等に対し、第１項の

取組の状況について報告を求めることができます。 

【解説】 

１．企業の責務として、職場環境において男女共同参画を推進することは、とりわけ重要

な課題であるため、企業等は下記の取組を推進する必要があります。 

（１）男女が職業生活の中で、個人としての能力を十分に発揮できる機会の確保に関する

こと。 

（２）男女が職業生活と家庭生活との両立ができるよう、ワーク・ライフ・バランス推進

のための支援に関すること。 

（３）セクシュアル・ハラスメントの防止に関すること。 

２．市は、これらの取組を推進するために、企業等が求める情報などを積極的に提供する

など、必要な支援を行います。 

３．市長は、企業等が行う男女共同参画の推進への取組について、必要があると認めると

きは報告を求めることができます。 

 

（教育、保育及び学習の推進） 

第１８条 社会のあらゆる分野で、教育、保育及び学習に携わる立場にある者は、男女共

同参画の推進に果たす自らの役割の重要性を十分認識し、基本理念に基づいた教育、保
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育及び学習に努めます。 

２ 市は、性別による固定的な役割分担に捉われない多様な選択を可能にするための教育、

保育及び学習を推進します。 

【解説】 

１．市は、男女共同参画社会の実現において、教育、保育及び生涯学習の果たす役割が極

めて大きいことから、あらゆる教育の場において、男女共同参画の視点を取り入れる

ことが必要です。 

２．市は、市民、企業等、区・自治会、自治振興会等が男女共同参画に関する情報を正しく

理解し、実践する能力を身に付けるための教育、保育及び学習を推進します。 

 

（家庭生活、職業生活等の両立支援及び生涯を通じた男女の健康支援） 

第１９条 市は、男女が共に子育て、介護その他家庭生活における活動と職業生活、地域

活動その他社会のあらゆる分野における活動との両立ができるよう、環境整備その他必

要な支援を行います。 

２ 市は、女性が妊娠及び出産に関わる身体機能を持つことに配慮するとともに、男女の

生涯にわたる健康の保持及び増進を図るため、健康相談、医療の充実その他必要な措置

を講じます。 

【解説】 

１．市は、男女が家庭生活及び職業生活、地域活動等を両立することができるよう環境整

備等の必要な支援を行います。 

２．市は、女性は、妊娠や出産等、男性とは異なる健康上の問題に直面することから、女

性の体や性の問題について健康と人権という観点から配慮し、生涯を通じて男女が安

心して健康に暮らしていくための環境整備を講じます。 

 

（被害者等への支援） 

第２０条 市は、第７条に規定する行為の被害者等に対し、関係機関と連携を図り、必要

な支援に努めます。 

【解説】 

 市は、ドメスティック・バイオレンス等による権利侵害があった場合、解決に向けて警
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察、滋賀県立男女共同参画センター等関係機関と連携し、被害者の安全確保等の支援に努

めます。 

（推進の体制） 

第２１条 市は、推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、必要な体制を整備します。 

２ 市は、推進施策を実施し、市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等による男女共

同参画の取組を支援するための環境整備に努めます。 

３ 市は、推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めます。 

【解説】 

 市は、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、環境整備及び財

政措置を講じる等推進体制を整備します。 

 

（調査研究等） 

第２２条 市は、推進施策を効果的に実施するために必要な情報の収集及び調査研究を行

います。 

【解説】 

 市は、施策を効果的に実施するために、課題の分析、施策内容について調査研究すると

ともに、必要に応じて意識調査等により市民の意識やニーズの把握に努めます。 

 

（年次報告） 

第２３条 市長は、毎年、推進施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表しま

す。 

【解説】 

 市長は、男女共同参画に関する施策は、市民、企業等、区・自治会、自治振興会等が一体

となって進める必要があることから、これら関係者の情報の共有を図るため、毎年施策の

実施状況をまとめ、公表していくことが必要です。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

 

（男女共同参画審議会） 
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第２４条 男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査及び

審議するため、甲賀市男女共同参画審議会（以下「審議会」といいます。）を設置します。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査及び審議します。 

（１） 計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 市民、企業等及び区・自治会、自治振興会等から申出のあった意見等に係る措

置に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、推進施策の基本的事項及び重要事項に関すること。 

３ 審議会は、この条例の規定に基づく事項のほか、男女共同参画の推進に関する重要事

項について、市長に意見を述べることができます。 

４ 審議会は、委員１５人以内で組織します。 

５ 委員は、男女共同参画に関し学識経験を有する者及び市民から公募した者のうちから

市長が委嘱します。 

６ 委員の任期は、２年とします。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、

前任者の残任期間とします。 

７ 委員は、再任されることができます。 

８ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も、同様と

します。 

９ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

ます。 

【解説】 

市は、男女共同参画に関する施策の実効性を高めるために審議会を設置します。審議会

の設置については、市長の諮問機関であることや任期、委員の人数等の基本事項を定める

とともに、審議会の組織・運営等については、甲賀市男女共同参画審議会規則により別に

定めます。また、審議会の業務内容を下記のとおり定めます。 

（１）甲賀市男女共同参画計画（甲賀市女性活躍推進計画）の策定及び変更に関すること。 

（２）意見等に関すること。 

（３）男女共同参画に関する施策や重要事項に関すること。 

 

第４章 雑則 
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（委任） 

第２５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定めます。 

【解説】 

市長は、本条例の施行について、必要な事項は、別に定めることとします。 


